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証券コード 1771
株 主 各 位 平成28年12月７日
　

福岡市東区馬出一丁目11番11号
　

　

代表取締役
社 長 沢 井 博 美

　
第79期 定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　本年４月の熊本地震により、被災されました皆様に心からお見舞い申しあげます。
　さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、平成28年12月21日（水曜日）午後５時30分までに当社に到着す
るようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 平成28年12月22日（木曜日）午前10時
2. 場 所 福岡市東区馬出一丁目11番11号

当社本店三階会議室
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第79期（自平成27年10月１日 至平成28年９月30日）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

2. 第79期（自平成27年10月１日 至平成28年９月30日）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 役員賞与支給の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

◎ 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生
じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウエブサイト（アドレス
http://www.kanryu.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
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（添付書類）
　

事 業 報 告（自平成
至平成

27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

　
1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢・所得環境の改善が続く中、政府による
各種政策の効果もあって緩やかな回復基調で推移しました。
　しかしながら、平成28年熊本地震やマイナス金利政策による影響に加え、英国のＥＵ離
脱問題や中国経済をはじめとした海外景気の下振れ懸念などにより、依然として景気の先行
きは不透明感を残しております。
　当社グループが主力事業とする建設業界におきましては、公共投資が緩やかに減少してお
り、当社グループが営業の中心とする九州地域でも公共投資が低調に推移したことに加え、
企業間競争の激化により、経営環境は依然として厳しい状況で推移しました。
　当社グループでは、このような状況のもと、当社グループの提供する事業価値である「環
境」と「安全」を通じて、社会に貢献するという理念のもと、「建設」「防災安全」「化学品」
の３事業の連携を図りながら、より高い企業価値の実現を目指し、目指す企業像として「よ
り必要とされる企業へ（『１００年企業』に向けての磐石な経営基盤づくり）」を掲げ、「第
79-81期）中期経営計画」を策定し、目標利益の達成に向けて取り組んでまいりました。
　当社グループの連結業績につきましては、主力の建設事業が低調であったことから、売上
高は106億90百万円（前期比13.7％減、16億94百万円減）となりました。
　利益面につきましては、原価管理や工事における工程管理を徹底し、売上総利益率の向上
があったものの、売上高の減少が影響し、営業利益は４億47百万円（前期比35.1％減、２
億42百万円減）、経常利益は４億87百万円（同32.7％減、２億36百万円減）、親会社株主に
帰属する当期純利益は２億88百万円（同39.0％減、１億84百万円減）となりました。
　
〔建設事業〕
　建設事業における工事につきましては、九州地域の公共投資が低調に推移したことに加
え、九州地域の高速道路等の開通が前期（昨年）で一段落し、大型工事の受注が減少したこ
とにより、ガードレールなどの防護柵や標識などの交通安全施設工事を中心に完成工事高は
前期を下回りました。
　また、建設工事関連資材の販売につきましても同様に、ガードレールなどの防護柵の販売
が減少したことから、商品売上高は前期を下回りました。
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　以上の結果、建設事業の売上高は82億37百万円（前期比18.6％減、18億85百万円減）
と前期を下回りました。
　なお、当社グループの建設事業の工事における当期の受注高・完成工事高及び次期繰越高
は、下記のとおりであります。

（単位：百万円）
　

前期繰越高 受注高 完成工事高 次期繰越高
平成27年９月期 2,069 5,269 6,356 981
平成28年９月期 981 5,756 5,290 1,447

　
〔防災安全事業〕
　防災安全事業につきましては、法令の改正による民間の工場で使用するマスクや安全帯な
どの産業安全衛生用品の販売が堅調に推移しました。
　また、防災意識の高まりを受け、官公庁への備蓄用の食糧品及び資機材の販売も堅調に推
移しました。
　以上の結果、防災安全事業の売上高は19億３百万円（前期比12.0％増、２億４百万円増）
となりました。

　
〔化学品事業〕
　化学品事業につきましては、タイヤの製造過程で使用されるゴム加硫剤（不溶性硫黄）の
海外向けの販売が、東南アジアでの自動車販売が増加に転じたことから増加しました。しか
しながら、国内でのゴム加硫剤の販売は、自動車販売が減少した影響により減少となりまし
た。
　また、当社オリジナル製品である環境型自然土防草舗装材（製品名：雑草アタック）の販
売は、前期並みとなりました。
　以上の結果、化学品事業の売上高は５億49百万円（前期比2.4％減、13百万円減）とな
りました。
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〔事業別売上高〕
　

期 別

区 分

前 期
（自 平成

至 平成
26
27
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

当 期
（自 平成

至 平成
27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日） 前 期 比

増 減 率
売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

建 設 事 業 10,122,794千円 81.7％ 8,237,355千円 77.1％ △18.6％

防 災 安 全 事 業 1,699,179 13.7 1,903,581 17.8 12.0
化 学 品 事 業 562,680 4.6 549,151 5.1 △2.4

合 計 12,384,654 100.0 10,690,089 100.0 △13.7
　
（2）設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備状況等については、特に記載すべき事項はありません。

　
（3）資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達については、特に記載すべき事項はありません。

　
（4）対処すべき課題
　今後のわが国経済の見通しにつきましては、政府や日銀の各種政策による雇用や所得環境
の改善が続く中で、回復基調が続くものと期待されるものの、円高や株価の下落、中国をは
じめとするアジア新興国等の景気の下振れリスクや、英国のＥＵ離脱による欧州経済の不透
明感等、景気の先行きは依然として不透明な状況が続くものと思われます。
　当社グループが主力事業とする建設業界におきましては、政府の国土強靭化基本計画に基
づく防災・減災対策をはじめ、老朽化したインフラ整備等や、平成28年熊本地震からの復
興に向けた動きも本格的となることが予想され、一定の公共投資は見込めるものの、国及び
地方自治体の財政難の影響もあり減少は避けられないものと思われます。また、資材や労務
費等の建設コストの高騰、人手不足等の課題もあり、今後も厳しい状況が継続するものと予
想されます。
　このような経営環境の中、次期は、中期経営計画の中間年度を迎え、より一層「建設」
「防災安全」「化学品」の３事業分野の事業領域の拡大を図るとともに、収益力の向上と財務
基盤の強化に向けて取り組み、『１００年企業』に向けての磐石な経営基盤とするためにも、
人材・組織力の強化と企業統治の向上を目指してまいります。
　株主様をはじめお取引先様の更なるご支援が得られるよう、『より必要とされる企業へ』
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をスローガンに、役職員一同、誠心誠意努力してまいる所存でありますので、株主の皆様に
おかれましては、今後ともなお一層のご支援とご理解を賜りますようお願い申しあげます。

　
（5）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）
　

区 分 第 76 期
平成25年９月期

第 77 期
平成26年９月期

第 78 期
平成27年９月期

第 79 期
(当連結会計年度)
平成28年９月期

売 上 高 12,497,452 14,037,044 12,384,654 10,690,089
経 常 利 益 636,125 826,631 723,638 487,331
親会社株主に帰属する当期純利益 406,110 504,018 472,306 288,098
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 76円85銭 96円43銭 90円14銭 53円99銭
総 資 産 7,193,818 7,564,658 7,133,423 7,395,277
純 資 産 3,477,167 4,049,133 4,635,392 4,823,734

　

（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 第79期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「（1）事業の経過及びその成果」に記載の
とおりであります。

　
② 当社の財産及び損益の状況

（単位：千円）
　

区 分 第 76 期
平成25年９月期

第 77 期
平成26年９月期

第 78 期
平成27年９月期

第 79 期
(当事業年度)
平成28年９月期

売 上 高 12,164,350 13,776,645 11,983,311 10,503,406
経 常 利 益 626,052 837,048 649,310 496,358
当 期 純 利 益 399,668 521,129 408,431 306,497
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 75円57銭 99円82銭 77円46銭 57円64銭
総 資 産 7,080,577 7,463,876 6,980,958 7,278,058
純 資 産 3,463,982 4,095,134 4,582,261 4,803,876

　

（注） １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況
　該当事項はありません。

　
② 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資本金（千円） 出資比率（％） 主要な事業内容

佐賀安全産業株式会社 10,000 100.0 各種建設工事、建設資材の販売、
防災安全衛生用品の販売

株 式 会 社 旭 友 25,000 100.0
（100.0） 同 上

　

（注） 出資比率の（ ）は、間接所有の割合を内書きで示しております。
　
（7）主要な事業内容（平成28年９月30日現在）
　当社グループは、当社及び子会社２社で構成され、主要な事業内容は次のとおりでありま
す。
　なお、当社は、建設業者として国土交通大臣より、特定建設業［（特－25）第5383号］
及び一般建設業［（般－25）第5383号］の許可を受けて、建設業を営んでおります。

　

事 業 部 門 主 要 な 事 業 内 容

建 設 事 業 交通安全施設工事、法面工事、景観工事等の各種建設工事、
各種建設工事に関連する資材の販売

防 災 安 全 事 業 防災用品の販売、産業安全衛生用品等の販売
化 学 品 事 業 不溶性硫黄の製造、環境型自然土防草舗装材の製造
　
（8）主要な営業所及び工場（平成28年９月30日現在）
① 当社
本 社 福岡市東区馬出一丁目11番11号
営 業 所 福岡本社営業部、北九州本社営業部、北九州防災安全部、

久留米本社営業部、佐賀支店、長崎支店、熊本支店、鹿児島支店、
宮崎支店、大分支店、木更津支店

工 場 黒崎工場（北九州市）
　
② 佐賀安全産業株式会社
本 社 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1281番地14
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③ 株式会社旭友
本 社 宮崎県宮崎市大字本郷北方字境田3041番地１
営 業 所 日向支店（宮崎県日向市）

　
（9）従業員の状況（平成28年９月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況

　

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
222名 4名増

　

（注）1. 従業員数は就業人員であります。
2. 従業員数には臨時従業員の期中平均雇用人員（25名）は含んでおりません。

　
② 当社の従業員の状況

　

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数
男 性 171名 1名減 46才 1か月 16年 1か月
女 性 32名 2名増 39才 2か月 10年 2か月
合計又は平均 203名 1名増 45才 0か月 15年 2か月

　

（注）1. 従業員数は就業人員であります。
2. 従業員数には臨時従業員の期中平均雇用人員（23名）は含んでおりません。

　
（10）主要な借入先（平成28年９月30日現在）

　該当事項はありません。
　

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特に記載すべき事項はありません。

　

宝印刷株式会社 2016年11月21日 10時07分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20160829_01）



― 9 ―

2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 普 通 株 式 18,000,000株

第１回優先株式 2,000,000株
（2）発 行 済 株 式 総 数 普 通 株 式 5,102,000株

（うち自己株式 61,762株）
第１回優先株式 2,000,000株

（3）期 末 株 主 数 普 通 株 式 932名（前期末比 36名増）
第１回優先株式 1名（前期末比 ―名 ）

（4）大 株 主 の 状 況
　

株 主 名
持 株 数 合計株式

持株比率普通株式 第１回優先株式 合計株式
株 式 会 社 福 岡 銀 行 245千株 2,000千株 2,245千株 31.89％
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 290 － 290 4.12
日 鐵 住 金 建 材 株 式 会 社 220 － 220 3.12
日 本 乾 溜 工 業 従 業 員 持 株 会 197 － 197 2.81
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 191 － 191 2.71
日 本 乾 溜 工 業 取 引 先 持 株 会 191 － 191 2.71
株 式 会 社 に し け い 188 － 188 2.67
大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 134 － 134 1.90
Ｊ Ｆ Ｅ 建 材 株 式 会 社 120 － 120 1.70
神 鋼 建 材 工 業 株 式 会 社 120 － 120 1.70

　

（注）1. 合計株式持株比率は、自己株式（61,762株）を控除して計算しております。
2. 第１回優先株式につきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、定款の定めにより、株主総
会において議決権を有しておりません。

　
（5）その他株式に関する重要な事項
　特に記載すべき事項はありません。

　
　
3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（平成28年９月30日現在）

　

氏 名 会社における地位 担当及び重要な兼職の状況
沢 井 博 美 代 表 取 締 役 社 長 事業本部長
池 田 秀 孝 専 務 取 締 役 管理本部長
後 藤 信 博 取 締 役 総務企画部長
今 田 暢 也 取 締 役 技術工事統括部長
伊 東 幸 夫 取 締 役 営業統括部長・建設事業部長

秀 島 正 博 取 締 役
秀島公認会計士事務所代表者
鳥越製粉株式会社社外監査役
メディアファイブ株式会社監査役

江 上 純 監 査 役 （常 勤）

永 原 豪 監 査 役
徳永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士
福岡県建築審査会委員
九州大学法科大学院非常勤教員

蔵 渕 仁 司 監 査 役
蔵渕公認会計士事務所代表者
ＧＭＤ Ｈｏｎｅｙ合同会社代表社員
株式会社ＯＫＩＮＡＷＡ Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒ取締役

　

（注）1. 取締役のうち秀島正博氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち永原豪及び蔵渕仁司の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役秀島正博、監査役永原豪及び監査役蔵渕仁司の３氏は、福岡証券取引所に対し、独立役員と
して届け出ております。
4. 取締役秀島正博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。
5. 監査役永原豪氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するもので
あります。
6. 監査役蔵渕仁司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。
7. 当期中の取締役及び監査役の異動
新 任
　平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会において、今田暢也、伊東幸夫及び秀島正博の３
氏は取締役に選任され、就任いたしました。
　平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会において、蔵渕仁司氏は監査役に選任され、就任
いたしました。
退 任
　平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって、内倉貢氏は取締役を退任いた
しました。
辞 任
　平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって、秀島正博氏は監査役を辞任い
たしました。
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8. 当期末以降の取締役の異動
氏 名 異 動 前 異 動 後 異動年月日
後 藤 信 博 取締役総務企画部長 取締役総務部長 平成28年10月１日

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
　

区分 人数 報酬等の額

取 締 役 7名 91,216千円
（うち社外取締役） （ 1名） （ 3,430千円）
監 査 役 4名 12,994千円
（うち社外監査役） （ 3名） （ 6,050千円）
合 計 11名 104,210千円
（うち社外役員） （ 4名） （ 9,480千円）

　

（注）1． 取締役及び監査役の人数及び報酬等の額には、平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会終結
の時をもって退任した取締役１名及び辞任した監査役１名を含んでおります。
2． 報酬等の額には、平成28年12月22日開催の第79期定時株主総会において決議予定の役員賞与
6,200千円（取締役６名 5,776千円（うち社外取締役１名 280千円）、監査役３名 424千円（う
ち社外監査役２名 200千円））を含んでおります。
3． 株主総会の決議（平成７年12月21日改定）による取締役報酬限度額（使用人兼務取締役の使用人分
の報酬を除く。）は、月額12,000千円以内であり、株主総会の決議（平成７年12月21日改定）による
監査役報酬限度額は、月額4,000千円以内であります。
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（3）社外役員に関する事項
① 社外取締役に関する事項

　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 秀 島 正 博 　平成27年12月18日の就任以降に開催された取締役会11回の全てに出
席し、公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。

　

　
② 社外監査役に関する事項

　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 永 原 豪
　当期に開催された取締役会16回のうち13回に出席し、弁護士として企
業法務に関する高度な専門的見地からの発言を行っております。また、
当期に開催された監査役会９回のうち８回に出席し、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監 査 役 蔵 渕 仁 司

　平成27年12月18日の就任以降に開催された取締役会11回の全てに出
席し、公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。ま
た、平成27年12月18日の就任以降に開催された監査役会６回の全てに
出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等
を行っております。

　

　
③ 重要な兼職先と当社の関係（平成28年９月30日現在）
・取締役秀島正博氏は、秀島公認会計士事務所の代表者、鳥越製粉株式会社の社外監査
役及びメディアファイブ株式会社の監査役でありますが、各兼職先と当社との間には
特別の利害関係はありません。
・監査役永原豪氏は、徳永・松﨑・斉藤法律事務所の代表弁護士であり、当社は、同法
律事務所に所属する弁護士との間で、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏との
間には、過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切ありま
せん。また、同氏は、福岡県建築審査会委員及び九州大学法科大学院非常勤教員を務
められておりますが、各兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。
・監査役蔵渕仁司氏は、蔵渕公認会計士事務所の代表者、ＧＭＤ Ｈｏｎｅｙ合同会社
の代表社員、株式会社ＯＫＩＮＡＷＡ Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの取締役でありますが、
各兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。
　

④ 責任限定契約の内容の概要
　 当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）名 称　 新日本有限責任監査法人
　
（2）報酬等の額

　

区 分 報 酬 額

① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 24,500千円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 24,500千円
　

（注） 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合
計額を記載しております。

　
（3）会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行
状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

　
（4）非監査業務の内容
　該当事項はありません。

　
（5）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
るときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の職
務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　

（6）会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
　金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分等の内容の概要
① 処分の対象者
　 新日本有限責任監査法人
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② 処分の内容
　 ・契約の新規締結に関する業務停止 ３月

（平成28年１月１日から平成28年３月31日まで）
　 ・業務改善命令(業務管理体制の改善)

③ 処分の理由
　 ・運営が著しく不当と認められたため
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は経営理念である『環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続け
る。』のもと、法令、その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い社会に貢
献するため、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル～私たちの行動基準～」
を定め、取締役はその遵守及び浸透を徹底する。
　コンプライアンス体制の整備及び維持を図るため、コンプライアンス統括事務局を総務部
に設けるとともに「内部通報規程」を設け、法令違反その他のコンプライアンスに関する事
実についての社内報告体制を構築する。
　当社は、監査役会を設置し、各監査役は監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締
役の職務執行の状況の監督・監視を行う。

　
（2）当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省
令で定める体制
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応
じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間
は閲覧可能な状態を維持するとともに閲覧対象者の制約を設ける。

　
② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、業務執行に係るリスクの把握と管理体制を構築するため「リスク管理規程」を
定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
　リスク管理に関する事項について定期的に取締役会に報告するとともに具体的な個別事
案については、都度取締役会に報告する。
　不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チー
ム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の
拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

　
③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締
役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経
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営方針及び経営戦略に関わる重要事項について取締役会において議論を行い、その審議を
経て執行決定を行う。
　取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・職制規程」において、それぞれ
の責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。

　
④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　法令、その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い社会に貢献するた
め、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル～私たちの行動基準～」を定
める。
　コンプライアンス統括事務局を総務部内に設け、コンプライアンス体制の整備及び維持
を図る。
　法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務
部の担当者を直接の情報受領者とする内部者通報システムを整備し、「内部通報規程」に
基づきその運用を行う。
　取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を
発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告す
る。
　監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めると
きは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
　また、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を設置し、各部署の日常的
な業務状況の監査を実施するとともに監査役と連携し、コンプライアンス体制及びコンプ
ライアンス上の問題の有無を調査・検討する。

　
⑤ 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制
（イ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、毎月当社及び子会社の取締役による協議を開催し、子会社における重要な
事象について報告を義務付ける。

　
（ロ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、「関係会社管理規程」を策定し、グループ全体のリスクを統括的に管理す
る。
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（ハ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループにおける職務分掌、権限及び意思決定その他組織に関する基
準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。

　
（二）当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制
　当社は、グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適
用する行動指針として、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル～私た
ちの行動基準～」を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めるものと
する。
　経営管理については、グループ会社経営管理基本方針を定め、「関係会社管理規程」
に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応
じてモニタリングを行うものとする。
　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要
な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
　子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライ
アンス上問題があると認めた場合には、監査室又はコンプライアンス統括事務局であ
る総務部に報告するものとする。
　監査室又はコンプライアンス統括事務局である総務部は直ちに監査役に報告を行う
ものとする。
　また、当社グループは、当社グループの役職員が当社コンプライアンス・オフィサ
ーに対し直接通報が可能なコンプライアンス通報窓口を設置する。

　
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
　監査役より監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者の
任命を要請された場合については、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用
人から監査役補助者を任命する。

　
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取
締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する場
合は、監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金
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等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することで、取締役からの
独立を確保するものとし、監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。

　
⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指
揮命令に従わなければならないものとする。

　
⑨ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の
監査役への報告に関する体制
　当社の取締役及び使用人は業務執行に関する事項について、毎月１回開催される定例の
取締役会にて当社監査役に報告するものとし、また、当社の取締役及び使用人は当社の業
務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。
　前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役等及び使用人に対して報告を
求めることができることとする。
　さらに、当社は、社内報告体制に関する規程を定め、その適切な運用を維持することに
より、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を
確保する。
　また、当社子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項及び法令
違反その他のコンプライアンス上の問題について報告を求められた場合には、速やかに適
切な報告を行う。

　
⑩ 監査役への報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受け
ないことを確保するための体制
　当社グループでは、当社監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として
不利な取り扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社グループ会社の役職員に周
知徹底する。

　
⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務を執行するにあたり必要な費用については、監査役の請求に
応じてこれを支出する。
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⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　内部監査担当者は、監査役監査及び会計監査人の相互連携を実施するものとし、内部監
査を実施する監査室が、内部監査結果を監査役に報告する。
　また、監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査業務の遂行にあたり監
査役が必要とする場合は、内部監査部門に対して調査を求めることができる。
　会計監査人により行われる監査及び監査講評時に監査役及び内部監査担当者が同席し、
意見・情報の交換を行う。
　さらに、監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営
方針を確かめるとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監
査の重要課題等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるもの
とする。

　
（3）反社会的勢力排除に向けた体制
　当社は、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル～私たちの行動基準～」に
おいて、「社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人・団体とは一切関わらない」
ことを定め、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や、そうした勢力による被害を防
止することに努めるものとする。

　
（4）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
　当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、金融商品取引法及
びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制の構築・整備を推進する。

　
（5）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、内部統制システムの体制整備に関する基本方針に基づいて、内部統制システム
の整備とその適切な運用に努めております。なお、当事業年度はガバナンス機能の充実を目
的として社外取締役１名の増員を行っております。主な運用状況は以下のとおりです。
　
① 取締役会を16回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関
する重要事項を決議し、経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等へ
の適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

　
② 監査役会を９回開催し、監査方針、監査計画を協議決定するとともに、監査役は重要な
会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への
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順守について監査いたしました。
　また、監査役は会計監査人及び監査室とも連携し定期的に会合するとともに、それぞれ
の監査情報の共有を行い監査の充実を図りました。
　
③ 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した内部監査計画に基づき関係会
社を含めて内部監査及び内部統制評価を実施いたしました。
　また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性
を確保いたしました。
　
④ 「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の事業運営に関する重要事項について情
報交換、協議するなど、グループ会社の管理・支援の強化に取り組みました。
　
　

7. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針決定を支配する者のあり方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（注） 本事業報告に記載されている金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比
率の表示桁未満は、四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年９月30日現在）

　
（単位：千円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 4,772,516 流 動 負 債 2,318,970
現 金 及 び 預 金 2,374,035 支払手形及び工事未払金等 1,909,368
受取手形及び完成工事未収入金等 2,074,415 リ ー ス 債 務 24,714
未 成 工 事 支 出 金 186,411 未 払 金 66,206
商 品 及 び 製 品 77,211 未 払 法 人 税 等 66,364
仕 掛 品 8,093 未 成 工 事 受 入 金 99,848
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6,429 賞 与 引 当 金 77,660
繰 延 税 金 資 産 33,984 役 員 賞 与 引 当 金 6,200
そ の 他 14,456 株 主 優 待 引 当 金 4,200
貸 倒 引 当 金 △2,522 そ の 他 64,407
固 定 資 産 2,622,761 固 定 負 債 252,572
（有 形 固 定 資 産） （ 1,816,183） リ ー ス 債 務 72,716
建 物 及 び 構 築 物 616,953 繰 延 税 金 負 債 73,064
機 械装置及び運搬具 55,131 退 職給付に係る負債 106,747
土 地 1,116,688 そ の 他 45
リ ー ス 資 産 20,459 負 債 合 計 2,571,543
そ の 他 6,950 純 資 産 の 部
（無 形 固 定 資 産） （ 90,010） 株 主 資 本 4,578,918
リ ー ス 資 産 76,971 資 本 金 413,675
そ の 他 13,038 資 本 剰 余 金 698,570
（投 資 そ の 他 の 資 産） （ 716,567） 利 益 剰 余 金 3,476,683
投 資 有 価 証 券 679,533 自 己 株 式 △10,009
差 入 保 証 金 13,531 その他の包括利益累計額 244,815
そ の 他 60,585 その他有価証券評価差額金 266,507
貸 倒 引 当 金 △37,083 退職給付に係る調整累計額 △21,692

純 資 産 合 計 4,823,734
資 産 合 計 7,395,277 負 債 及 び 純 資 産 合 計 7,395,277
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連 結 損 益 計 算 書
（自 平成

至 平成
27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高

完 成 工 事 高 5,290,578
商 品 売 上 高 4,783,793
製 品 売 上 高 615,717 10,690,089

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 4,094,556
商 品 売 上 原 価 4,161,952
製 品 売 上 原 価 379,706 8,636,215

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 1,196,021
商 品 売 上 総 利 益 621,841
製 品 売 上 総 利 益 236,011 2,053,873

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,605,986
営 業 利 益 447,887

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,877
受 取 賃 貸 料 3,686
そ の 他 22,814 41,377

営 業 外 費 用
支 払 利 息 384
そ の 他 1,549 1,934

経 常 利 益 487,331
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 132 132
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 487,198
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 179,006
法 人 税 等 調 整 額 20,094 199,100
当 期 純 利 益 288,098
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 ―
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 288,098
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連結株主資本等変動計算書
（自 平成

至 平成
27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 413,675 698,570 3,226,745 △10,009 4,328,981
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △38,160 ― △38,160
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ― ― 288,098 ― 288,098

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （純 額） ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 249,937 ― 249,937
当 期 末 残 高 413,675 698,570 3,476,683 △10,009 4,578,918
　

その他の包括利益累計額
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 313,228 △6,817 306,410 4,635,392
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △38,160
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ― ― ― 288,098

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 （純 額） △46,720 △14,874 △61,595 △61,595

当 期 変 動 額 合 計 △46,720 △14,874 △61,595 188,341
当 期 末 残 高 266,507 △21,692 244,815 4,823,734
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連 結 注 記 表
　
【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
1. 連結の範囲に関する事項
子会社は、すべて連結しております。

（1）連結子会社の数 ２社
（2）連結子会社の名称 佐賀安全産業 株式会社

株式会社 旭友
2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
　① 有価証券

その他有価証券
時 価 の あ る も の……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時 価 の な い も の……移動平均法による原価法

　② たな卸資産
　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は、原価法（連結貸借対照表価額につい
ては収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　 （イ） 未成工事支出金……………個別法による原価法
　 （ロ） 商品・原材料………………移動平均法による原価法
　 （ハ） 製品・仕掛品………………総平均法による原価法
　 （ニ） 貯蔵品………………………最終仕入原価法による原価法

（2）重要な固定資産の減価償却の方法
　① 有形固定資産（リース資産を除く）
　 定率法を採用しております。
　ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法によっております。

　② 無形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法を採用しております。
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　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。

　③ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース（リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース）取引については、リース期間を耐用年数として、残存価
額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
　① 貸倒引当金
　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

　② 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込み額を計上して
おります。

　③ 役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しており
ます。

　④ 株主優待引当金
　株主優待制度に伴う費用に備えるため、株主優待制度に基づき発生すると見込まれる額を
計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
　② 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約について
は、工事完成基準を適用しております。

　③ 退職給付に係る会計処理の方法
（イ）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

（ロ）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（５年）による定率法により、翌連結会計年度から費用処理す
ることとしております。
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【会計方針の変更等に関する注記】
（企業結合に関する会計基準の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表
に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する
会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を、当連結会計年度から適用し、当
期純利益等の表示の変更を行っております。

（減価償却方法の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度より適用し、平成28
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に
変更しております。
　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

　
【連結貸借対照表に関する注記】
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建 物 339,808千円
土 地 533,957千円
投資有価証券 285,304千円
合 計 1,159,069千円

（2）担保に係る債務
仕 入 債 務 30,013千円
合 計 30,013千円

　
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,234,177千円

　
【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　

株式の種類 発行済株式総数
普通株式 5,102,000株
第１回優先株式 2,000,000株
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2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

　

決 議 株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総 額
（千円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年12月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 20,160 4 平成27年９月30日平成27年12月21日
第 １ 回
優先株式 利益剰余金 18,000 9 平成27年９月30日平成27年12月21日

　

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　

決議予定 株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総 額
（千円）

１株当たり
配 当 額
（円）

基準日 効力発生日

平成28年12月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 25,201 5 平成28年９月30日平成28年12月26日
第 １ 回
優先株式 利益剰余金 16,000 8 平成28年９月30日平成28年12月26日

　
【金融商品に関する注記】
1. 金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な金融商品等に限定し、銀行から
の借入により資金を調達しております。
　営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程
に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券のうち上場株式につ
いては、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管
理を行っております。
　営業債務である支払手形及び工事未払金等は、１年以内の支払期日であります。
　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。なお、デリバティブ取引は行ってお
りません。

　
2. 金融商品の時価等に関する事項
　平成28年９月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら
の差額については次のとおりであります。
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（単位：千円）
　

連結貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 2,374,035 2,374,035 ―
（2）受取手形及び完成工事未収入金等 2,074,415 2,074,415 ―
（3）投資有価証券 628,368 628,368 ―

資産計 5,076,819 5,076,819 ―
（1）支払手形及び工事未払金等 （ 1,909,368）（ 1,909,368） ―

負債計 （ 1,909,368）（ 1,909,368） ―
　

（注）1． 負債で計上しているものは、（ ）で表示しております。
2． 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び完成工事未収入金等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

（3）投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。　 負 債

（1）支払手形及び工事未払金等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

3． 非上場株式（連結貸借対照表計上額51,165千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）投資有価証
券」には含めておりません。

　
【賃貸等不動産に関する注記】
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　
【１株当たり情報に関する注記】
1. １株当たり純資産額 755円47銭
2. １株当たり当期純利益 53円99銭

　
【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。

　
【その他の注記】
　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比率の表示桁未満は、四捨五入して表示してお
ります。　
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貸 借 対 照 表
（平成28年９月30日現在）

　
（単位：千円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 4,665,097 流 動 負 債 2,248,999
現 金 及 び 預 金 2,285,127 支 払 手 形

工 事 未 払 金
買 掛 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
未 成 工 事 受 入 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
株 主 優 待 引 当 金
そ の 他

946,723
391,126
561,481
24,714
64,500
65,504
33,359
48,468
75,000
6,200
4,200
27,719

受 取 手 形 706,477
完 成 工 事 未 収 入 金 476,358
売 掛 金 857,442
未 成 工 事 支 出 金 183,716
商 品 72,719
製 品 3,532
原 材 料 2,931
仕 掛 品 8,093
貯 蔵 品 3,497
繰 延 税 金 資 産 33,353
そ の 他 33,846
貸 倒 引 当 金 △2,000
固 定 資 産 2,612,961
（有 形 固 定 資 産） （ 1,794,939） 固 定 負 債 225,182
建 物 603,719 リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金

72,716
73,068
79,398

構 築 物 13,233
機 械 装 置 47,170
車 両 運 搬 具 7,887
工 具 器 具 備 品 6,819
土 地 1,095,648 負 債 合 計 2,474,182
リ ー ス 資 産 20,459 純 資 産 の 部
（無 形 固 定 資 産） （ 88,234） 株 主 資 本 4,537,368
ソ フ ト ウ エ ア 287 資 本 金

資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
　そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

413,675
698,570
500,000
198,570
3,435,133
3,435,133
3,435,133
△10,009

リ ー ス 資 産 76,971
電 話 加 入 権 10,648
そ の 他 326
（投 資 そ の 他 の 資 産） （ 729,787）
投 資 有 価 証 券 679,533
関 係 会 社 株 式 15,000
長 期 前 払 費 用 4,736
差 入 保 証 金 13,191
破 産 更 生 債 権 等 9,693 評価・換算差額等 266,507
そ の 他 44,715 その他有価証券評価差額金 266,507
貸 倒 引 当 金 △37,083 純 資 産 合 計 4,803,876
資 産 合 計 7,278,058 負 債 及 び 純 資 産 合 計 7,278,058
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損 益 計 算 書
（自 平成

至 平成
27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高

完 成 工 事 高 5,058,846
商 品 売 上 高 4,827,545
製 品 売 上 高 617,014 10,503,406

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 3,978,395
商 品 売 上 原 価 4,161,569
製 品 売 上 原 価 379,706 8,519,671

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 1,080,451
商 品 売 上 総 利 益 665,975
製 品 売 上 総 利 益 237,308 1,983,735

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,530,543
営 業 利 益 453,192

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 15,186
受 取 賃 貸 料 3,074
そ の 他 26,766 45,027

営 業 外 費 用
支 払 利 息 384
そ の 他 1,476 1,861

経 常 利 益 496,358
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 132 132
税 引 前 当 期 純 利 益 496,225
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 171,955
法 人 税 等 調 整 額 17,773 189,728
当 期 純 利 益 306,497
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株主資本等変動計算書
（自 平成

至 平成
27
28
年
年
10
９
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 413,675 500,000 198,570 3,166,797 △10,009 4,269,032
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △38,160 ― △38,160
当 期 純 利 益 ― ― ― 306,497 ― 306,497
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― 268,336 ― 268,336
当 期 末 残 高 413,675 500,000 198,570 3,435,133 △10,009 4,537,368
　

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 評価･換算差額等合計

当 期 首 残 高 313,228 313,228 4,582,261
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △38,160
当 期 純 利 益 ― ― 306,497
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △46,720 △46,720 △46,720

当 期 変 動 額 合 計 △46,720 △46,720 221,615
当 期 末 残 高 266,507 266,507 4,803,876
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個 別 注 記 表
　
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
　① 子会社株式…………………移動平均法による原価法
　② その他有価証券
　 時価のあるもの…………期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

　 時価のないもの…………移動平均法による原価法
（2）たな卸資産
　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は、原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　① 未成工事支出金……………個別法による原価法
　② 商品・原材料………………移動平均法による原価法
　③ 製品・仕掛品………………総平均法による原価法
　④ 貯蔵品………………………最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　 定率法を採用しております。
　ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法によっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース（リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース）取引については、リース期間を耐用年数として、残存価
額を零とする定額法を採用しております。
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3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

（2）賞与引当金
　従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しており
ます。

（3）役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

（4）株主優待引当金
　株主優待制度に伴う費用に備えるため、株主優待制度に基づき発生すると見込まれる額を
計上しております。

（5）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております
　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
　① 退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（５年）による定率法により、翌事業年度から費用処理することとして
おります。

4. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進
行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約については、工事
完成基準を適用しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方
法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（2）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
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【会計方針の変更等に関する注記】
（減価償却方法の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度より適用し、平成28年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更
しております。
　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

　
【貸借対照表に関する注記】
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建 物 339,808千円
土 地 533,957千円
投資有価証券 285,304千円
合 計 1,159,069千円

（2）担保に係る債務
仕 入 債 務 30,013千円
合 計 30,013千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,212,760千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短 期 金 銭 債 権 80,039千円
　
【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高
営業取引による取引高
売 上 高 471,391千円
仕 入 高 2,155千円

営業取引以外の取引による取引高 6,548千円
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【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　

株式の種類 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)
普通株式 61,762 ― ― 61,762
　
【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産
貸 倒 引 当 金 11,904千円
賞 与 引 当 金 23,017千円
退 職 給 付 引 当 金 24,205千円
投 資 有 価 証 券 評 価 損 50,826千円
そ の 他 17,098千円

繰 延 税 金 資 産 小 計 127,052千円
評 価 性 引 当 額 △90,367千円
繰 延 税 金 資 産 合 計 36,685千円
繰 延 税 金 負 債
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △76,398千円
そ の 他 △0千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △76,399千円
繰 延 税 金 資 産（負 債）の 純 額 △39,714千円

　
（注） 繰延税金資産（負債）の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 33,353千円
固定負債－繰延税金負債 73,068千円　
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【関連当事者との取引に関する注記】
子会社及び関連会社等

（単位：千円）
　

属 性 会 社 等
の 名 称

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（注６） 科 目 期末残高
（注６）

子 会 社 佐賀安全産業㈱ 所有
直接
100.0％

工事の請負
商品の販売
製品の販売
工事の外注
事務の受託
倉庫の賃貸
役員の兼務

工事の請負（注１） 182,602 完成工事未収入金 4,461
商品の販売（注１） 213,036 売 掛 金 3,660
製品の販売（注１） 1,296 受 取 手 形 25,254
工事の外注（注２） 2,155 ― ─
事務の受託（注３） 4,800 ― ─
倉庫の賃貸（注３） 600 ― ―

子 会 社 ㈱ 旭 友 所有
間接
100.0％

工事の請負
商品の販売
資金の援助

工事の請負（注１） 7,231 完成工事未収入金 918
商品の販売（注１） 67,225 売 掛 金 20,745
資金の貸付（注４） 25,000 短期貸付金 25,000
利息の受取（注４） 356 ― ―
機器の賃貸（注５） 792 ― ―

　

取引条件及び取引決定方針等
（注1） 佐賀安全産業㈱及び㈱旭友への売上については、市場価格等を勘案して、価格交渉の上、取引条件

を決定しております。
（注2） 佐賀安全産業㈱への工事の外注等については、市場価格等を勘案して、価格交渉の上、取引条件を

決定しております。
（注3） 事務受託に係る手数料及び倉庫の賃貸については、市場価格等を勘案して、価格交渉の上、決定し

ております。
（注4） ㈱旭友に対する資金の貸付に係る金利については、市場金利を勘案して決定しております。
（注5） 機器の賃貸料については、市場価格等を勘案して、価格交渉の上、決定しております。
（注6） 取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
　
【１株当たり情報に関する注記】
1. １株当たり純資産額 751円53銭
2. １株当たり当期純利益 57円64銭

　
【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はありません。

　
【その他の注記】
　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比率の表示桁未満は、四捨五入して表示してお
ります。　
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成28年11月15日

日本乾溜工業株式会社
　取締役会 御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 芳野 博之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮本 義三 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本乾溜工業株式会社の平成27年10月１日から
平成28年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、日本乾溜工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成28年11月15日

日本乾溜工業株式会社
　取締役会 御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 芳野 博之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮本 義三 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本乾溜工業株式会社の平成27年10月１
日から平成28年９月30日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第79期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
平成28年11月25日

日本乾溜工業株式会社 監査役会

監査役（常勤） 江 上 純 ㊞
監 査 役 永 原 豪 ㊞
監 査 役 蔵 渕 仁 司 ㊞

（注） 監査役 永原豪及び監査役 蔵渕仁司は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役
であります。

　
以 上
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項
　第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と認識しており、安定的な経営基盤
の確保に努め、株主配当につきましても、安定的に継続することを基本方針としておりま
す。
　第79期の期末配当金につきましては、当期の業績、今後の事業展開及び財務状況並びに
株主の皆様への利益配分等を総合的に勘案し、普通株式につきましては、１株当たり４円
00銭の普通配当に、１円00銭の株式上場20周年の記念配当を加え、合計５円00銭とさせ
ていただきたいと存じます。
　なお、第１回優先株式につきましては、発行要領の定めに従い１株当たり８円00銭の配
当といたしたいと存じます。

　
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　

株式の種類 １株当たり金額 配当金の総額
当 社 普 通 株 式 ５円00銭 25,201,190円
当社第１回優先株式 ８円00銭 16,000,000円

　

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年12月26日
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　第２号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、経営体制の
強化を図るため取締役を１名増員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の普
通株式数

１ 沢　井　博　美
さわ い ひろ み

（昭和25年９月10日生）

昭和49年５月 当社入社
平成10年５月 当社営業推進部長
平成14年６月 当社長崎支店長
平成16年12月 当社執行役員事業本部副本部長
平成17年12月 当社取締役事業本部長
平成19年12月 当社常務取締役事業本部長
平成21年12月 当社専務取締役事業本部長
平成23年12月 当社代表取締役社長事業本部長（現任）

現在に至る

27,000株

２ 池　田　秀　孝
いけ だ ひで たか

（昭和30年10月24日生）

昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行
平成11年４月 同行本店営業部営業第一部副部長
平成12年４月 同行宗像支店支店長
平成14年４月 同行鹿児島支店支店長
平成17年４月 同行甘木支店支店長
平成19年４月 同行飯塚支店支店長
平成20年10月 当社入社顧問
平成20年12月 当社常務取締役管理本部長
平成23年12月 当社専務取締役管理本部長（現任）

現在に至る

11,000株

３ 後　藤　信　博
ご とう のぶ ひろ

（昭和34年９月１日生）

昭和57年４月 当社入社
平成８年４月 当社経営管理室課長
平成８年11月 当社経営管理部企画課長
平成13年10月 当社総務企画グループ長
平成16年12月 当社執行役員総務企画グループ長
平成17年４月 当社執行役員部総務企画部長
平成26年12月 当社取締役総務企画部長
平成28年10月 当社取締役総務部長(現任)

現在に至る

15,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の普
通株式数

４ 今　田　暢　也
いま だ のぶ や

（昭和37年３月15日生）

昭和57年４月 当社入社
平成12年６月 当社佐賀支店営業二課長
平成14年６月 当社長崎支店営業二課長
平成16年12月 当社長崎支店長
平成24年12月 当社執行役員長崎支店長
平成25年10月 当社執行役員技術工事統括部長
平成27年12月 当社取締役技術工事統括部長（現任）

現在に至る

4,000株

５ 伊　東　幸　夫
い とう ゆき お

（昭和38年８月23日生）

昭和57年４月 正晃化学薬品株式会社（現正晃株式会社）入社
平成４年10月 当社入社
平成17年５月 当社佐賀支店営業課長
平成19年10月 当社佐賀支店長
平成24年12月 当社執行役員佐賀支店長
平成25年10月 当社執行役員営業統括部長
平成27年10月 当社執行役員営業統括部長・建設事業部長
平成27年12月 当社取締役営業統括部長・建設事業部長（現任）

現在に至る

4,000株

※
６

田　吹　一　茂
た ぶき かず しげ

（昭和37年６月26日生）

昭和60年４月 当社入社
平成11年４月 当社総務部総務課長
平成13年10月 当社総務企画グループ人事チームマネージャー
平成17年４月 当社総務企画部人事課長
平成17年６月 当社総務企画部副部長
平成17年10月 当社営業推進部副部長・防災関連推進担当室長
平成18年10月 当社防災安全部副部長
平成24年４月 当社北九州防災安全部長
平成27年12月 当社執行役員防災安全事業部長・防災安全推

進部長・北九州防災安全部長
平成28年６月 当社執行役員防災安全事業部長・防災安全推

進部長（現任）
現在に至る

2,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の普
通株式数

７ 秀　島　正　博
ひで しま まさ ひろ

（昭和31年８月22日生）

昭和55年10月 監査法人中央会計事務所入所
昭和59年４月 公認会計士登録
平成７年７月 秀島公認会計士事務所設立代表者（現任）
平成７年８月 税理士登録
平成11年７月 メディアファイブ株式会社監査役
平成16年12月 当社監査役
平成19年３月 鳥越製粉株式会社社外監査役（現任）
平成20年８月 メディアファイブ株式会社取締役
平成26年８月 同社監査役（現任）
平成27年12月 当社取締役（現任）

現在に至る

－株

　

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ※印は、新任の取締役候補者であります。
3. 秀島正博氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 選任理由について

秀島正博氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を有しており、同氏の有する高い
専門的な知見により、社外取締役として、経営の監視や適切な助言その他の職務を適切に遂行して
いただけるものと判断しております。また、同氏は、当社取締役としてその職責を適切に果たされ
ておりますので、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。な
お、同氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

(2) 責任限定契約について
当社は、秀島正博氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合は、同氏との間で当
該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定
する額としております。

5. 当社は、秀島正博氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おり、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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　第３号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、監査役３名
の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の普
通株式数

１
江　上
え がみ

　 純
じゅん

（昭和30年７月18日生）

昭和54年４月 株式会社福岡銀行入行
平成14年７月 同行本店営業部営業第一部預金グループ課長
平成19年４月 同行箱崎支店課長
平成20年１月 当社入社管理本部部長
平成20年12月 当社監査役（常勤）（現任）

現在に至る

3,000株

２ 永　原
なが はら

　 豪
ごう

（昭和47年４月13日生）

平成13年10月 福岡県弁護士会にて弁護士登録
徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所

平成16年４月 福岡大学法科大学院アカデミックアドバイザー
平成20年４月 徳永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士

福岡大学法科大学院非常勤講師
平成20年12月 当社監査役（現任）
平成28年１月 徳永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士（現任）
平成28年３月 福岡県建築審査会委員（現任）
平成28年４月 九州大学法科大学院非常勤教員（現任）

現在に至る

－株

３ 蔵　渕　仁　司
くら ぶち ひと し

（昭和47年６月10日生）

平成18年９月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法
人）入所

平成21年７月 公認会計士登録
平成24年９月 蔵渕公認会計士事務所代表者（現任）
平成24年10月 税理士登録
平成26年９月 ＧＭＤ Ｈｏｎｅｙ合同会社代表社員（現任）
平成27年12月 当社監査役（現任）
平成28年６月 株式会社ＯＫＩＮＡＷＡ Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒ

取締役（現任）
現在に至る

－株

　

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 永原豪、蔵渕仁司の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 選任理由について
① 永原豪氏は、企業法務におけるコンプライアンスの分野を専門とする弁護士であることから、
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同氏の有する高い専門的な知見により、社外監査役として、経営の監視や適切な助言その他の職
務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏は、当社社外監査役として
その職責を適切に果たされておりますので、社外監査役として適任であると判断し、選任をお願
いするものであります。なお、同氏は徳永・松﨑・斉藤法律事務所の代表弁護士であり、当社は、
同法律事務所に所属する弁護士との間で、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏との間には、
過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切ありません。また、同氏の
社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
② 蔵渕仁司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を有しており、同氏の有する高
い専門的な知見により、社外監査役として、経営の監視や適切な助言その他の職務を適切に遂行
していただけるものと判断しております。また、同氏は、当社社外監査役としてその職責を適切
に果たされておりますので、社外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであ
ります。なお、同氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

（2）責任限定契約について
当社は、永原豪及び蔵渕仁司の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。永原豪及び蔵渕仁司の両氏の選
任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

4． 当社は、永原豪及び蔵渕仁司の両氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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　第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　平成27年12月18日開催の第78期定時株主総会において補欠監査役に選任された熊谷善
昭氏の選任の効力は、本総会開始の時をもって失効いたしますので、法令に定める監査役の
員数を欠くことになる場合に備え、会社法の規定に基づき、補欠監査役１名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

　

氏 名
（生 年 月 日） 略歴及び重要な兼職の状況

所有する
当社の普
通株式数

熊　谷　善　昭
くま がえ よし あき

（昭和55年９月29日生）

平成16年10月 第二東京弁護士会にて弁護士登録
平成17年12月 福岡県弁護士会に登録換え

徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所
平成23年４月 同法律事務所パートナー弁護士
平成25年８月 公益財団法人九配記念育英会理事（現任）
平成28年１月 徳永・松﨑・斉藤法律事務所マネージングパ

ートナー弁護士（現任）
平成28年６月 公益財団法人福岡労働衛生研究所理事（現任）

現在に至る

－株

　

（注）1. 補欠の監査役候補者 熊谷善昭氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 熊谷善昭氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
(1) 選任理由について

　熊谷善昭氏は、企業法務におけるコンプライアンスの分野を専門とする弁護士であることか
ら、その高い専門的な知見により、当社の経営の監視や適切な助言その他の職務を適切に遂行
していただくため、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、
同氏は、徳永・松﨑・斉藤法律事務所のマネージングパートナー弁護士であり、当社は、同法
律事務所に所属する弁護士との間で、法律顧問契約を締結しております。

　(2) 責任限定契約について
　本議案が原案どおり承認され、また、熊谷善昭氏が社外監査役に就任された場合、当社は、
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する
額としております。
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　第５号議案　役員賞与支給の件
　当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役６名（うち社外取締役１名）及び監査役３
名に対し、役員賞与として、支給総額6,200,000円（取締役分5,776,000円（うち社外取
締役分280,000円）、監査役分424,000円）を支給することといたしたいと存じます。
　なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役につ
いては監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

以 上
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博多サンヒルズ
ホテル

九大病院

福岡県庁

東公園

地下鉄箱崎線

県警北

吉塚駅前

馬出九大病院前

西鉄バス
警察本部前

馬出小学校

博多女子高校

博多女子中学校

博多税務署

公　園

JR鹿児島本線

国保会館
吉塚合同庁舎

九大病院

福岡県庁

警察本部

東公園

地下鉄箱崎線

県庁北

吉塚駅前

馬出九大病院前駅

西鉄バス
警察本部前

馬出小学校

博多女子高校

博多女子中学校

博多税務署

公　園

博多駅

小倉駅

JR鹿児島本線

国保会館
吉塚合同庁舎

博多サンヒルズ
ホテル

日本乾溜工業㈱

吉塚駅

21

550

Ｊ Ｒ

地 下 鉄

西鉄バス

株主総会会場ご案内略図

会 場
当社本店三階会議室
福岡市東区馬出一丁目11番11号
TEL（092）632－1050

交通のご案内

鹿児島本線吉塚駅より徒歩約７分

箱崎線馬出九大病院前駅
３番出口より徒歩約１分

警察本部前バス停より徒歩約２分

（お願い）
駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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